
１　補助金の基本データ

２　成果指標

①

②

①

②

(成果指標を設定できない場合)

 成果目標

 R6年度の実績

補助金シート（令和７年度）

補助金名称

根拠法令

生駒市社会福祉協議会運営補助金

社会福祉法第５８条第１項
生駒市社会福祉協議会運営補助金交付要綱

目標年度

補助率・補助単価

所属 地域共生社会推進課

補助金の導入経緯・目的

補助金の交付対象者

補助対象事業の内容

補助対象経費

社会福祉法人生駒市社会福祉協議会の組織体制及び運営基盤の強化を図るため補助金
を交付するものであり、法人運営及び地域福祉に係る事業。

（補助対象となる経費を具体的に記入する。対象経費が明確でない場合は、その理由を記入する。）

人件費、事業費及び事務費

補助率・補助単価
補助限度額

補助金の終期

補助限度額

補助率が2分の1を超え
る場合はその理由

終期設定の根拠
社会福祉の推進という観点から、社会福祉協議会が果たす役割
は大きく、団体が存続する限りは今後も継続する。

目標値

（補助率・補助単価・補助限度額など、補助金額の基準が分かるよう記入する。）
（補助率が2分の1を超える場合は、その理由も記入する。）

R10年度

（補助金の終期と設定した理由を具体的に記入する。終期を設定できない場合は、その理由を記入する。）

成果指標 単位

現状値

終期 なし

R8年度R7年度 R9年度 R11年度

40,000,000円

予算の範囲内

運営費補助のため

（補助金を導入した経緯や補助金交付の目的を具体的に記入する。）

生駒市における社会福祉事業の能率的運営と組織的活動を展開し、地域福祉の増進を
図ることを目的とする、社会福祉法人生駒市社会福祉協議会に対し、在宅福祉活動、
ボランティア活動等地域福祉の増進並びに当協議会の組織体制及び運営基盤の強化を
図るため。

（補助金の交付対象者を具体的に記入する。）

社会福祉法人生駒市社会福祉協議会

（補助金の交付対象事業を具体的に記入する。事業費補助でない場合は、その理由を記入する。）
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３　執行状況 （千円）

４　補助金交付基準による検証

総額

国・県補助金

その他特定財源

一般財源

R6決算
見込額

40,000

40,000

R7予算額

40,000

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000

40,000

執行率

40,000 40,000 100.0% 40,000

執行率 R4予算現額R5予算現額

100.0%

R4決算額R6予算現額

① 広く市民の福祉向上と利益増進につながるか。

② 社会情勢や市民ニーズに適合しているか。

③ 市の基本的な政策方針に合致しているか。

再交付の金額、内容

40,000

R5決算額

Ａ　大いにある

Ａ　認められる

(1) 公益性

再交付を行っている理由

Ａ　期待できる

① 市が関与する妥当性はあるか。

② 補助金の交付以外の代替策はないか。（直接執行、委託等への切替な
ど）

① 補助金の交付の効果（成果）が認められるか。

（上記のように評価した具体的理由）

Ａ　ない

① 補助金の使途は目的に沿ったものか。

（適合しない場合はその理由）

地域福祉活動の拠点として、地域の特性を踏まえ地域の人々と協働して住民に寄り添った活動を展開してい
る。

Ａ　目的どおりである

公益性を有しつつ機動力や柔軟性を発揮できる社協との適切な役割分担と連携を進めることで、地域福祉を
図ることができる。

Ａ　合致している

② 補助金額に見合う効果（成果）が期待できるか。

上記のように評価した理由（効果の測定方法等を含めて記入）

市の福祉施策を補う法人という面からみて、交付の効果が認められ、かつ効果が期待できると考える。

再交付先の名称、件数等

（上記のように評価した具体的理由）

（上記のように評価した具体的理由）

（上記のように評価した具体的理由）

Ａ　つながっている

Ａ　適合している

（上記のように評価した具体的理由）

② 補助金の交付先から、さらに他の団体等へ再交付
を行っていないか。

↓ ×の場合、下に再交付の内容を記載

数々の福祉事業の実施主体として、市の福祉行政と連携し、市民ニーズに対応した福祉活動を展開してい
る。

第6次総合計画のアクションプランを作成するとともに、「生駒市地域福祉連携・協働推進会議」を都度開
催し、政策方針について協議している。

(3) 補助の効果（成果）

(2) 必要性

市の直接執行となると人件費等の費用の拡大が考えられ、補助金の交付以外は考えられない。

〇

(4) 補助内容の妥当性
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５　運営費補助の交付団体の状況（※運営費補助の場合のみ記載）

人

人

〇

〇

千円

６　令和7年度の方向性

① 補助事業完了後、当該補助事業の成果を記載した
実績報告が提出されているか。

③ 1件当たり100万円以上の経費については、原本を
確認しているか。

（適合しない場合はその理由）

② 領収書又は契約書の写し等を添付させているか。 ×

(4) 当該補助金の交付の他に、交付先に対して行っている助成（該当項目全てに〇）

(2) 団体等の構成人数 77

場所や備品、消耗品等を無償貸与
している

有料施設等の減免を行っている
有料施設等の使用料補助を行って
いる

同上

(5) 実績報告等

〇

法人で適切な会計監査を行っているため

×

うち前年度繰越金

 令和3年度  令和2年度

22,918

255

(3) 交付先の構成団体の名称

(1) 交付先
うち臨時職員

市が事務局業務を行っている

313,762

312,949

23,731

その他
（ある場合は右欄に内容を記入）

29,539

(5) (4)で該当項目がある場合、そのような支援を行っている理由

老人クラブ連合会や民生・児童委員連合会等民間の福祉活動団体等の事務局を担っているため

歳出決算総額

 令和5年度  令和4年度

③ 補助対象経費と補助対象外経費が明確に経理されてい
る。

〇

〇

〇

無

判断理由(8) 交付先団体等の財務状況及び会計処理

① 交付先団体等は、自主財源の確保及び効率的な運営への
努力をしている。

② 交付団体等において適正な監査機能を有している。

304,014

302,290

(7) 補助金交付先に対する市の出資状況 有の場合出資額

歳入決算総額

積立金（R5年度末現在高）

31,129

①現状維持

判断理由

今後も市の社会福祉事業を補完している社会福祉協議会に対する補助は必要である。

33,303

307,966

302,158

方向性

(6) 補助金交付先の収支状況 （千円）

301,590

303,763

42
社会福祉法人生駒市社会福祉協議会

300,250

304,117

 令和元年度

3 / 3 ページ



１　補助金の基本データ

２　成果指標

①

②

①

②

補助金シート（令和７年度）

補助金名称

根拠法令

生駒市福祉イベント実施事業補助金

生駒市福祉イベント実施事業補助金交付要綱

目標年度

補助率・補助単価

所属 地域共生社会推進課

補助金の導入経緯・目的

補助金の交付対象者

補助対象事業の内容

補助対象経費

生駒市内で実施される市域の重層的支援体制整備事業推進に資するものであり、相
談支援を行う体制があり、福祉事業所間や参加者間や地域とのつながりをもつこと
ができ、高齢・障がい・子ども・生活困窮の中から２分野以上に関係するもので、
同一法人でない３者以上の団体が連携する北・中・南圏域の同圏域内の福祉事業所
間で行われるイベント
（補助対象となる経費を具体的に記入する。対象経費が明確でない場合は、その理由を記入する。）

報償費、印刷製本費、燃料費、消耗品費、通信運搬費、保険料、委託料、使用料・
賃貸料

補助率・補助単価
補助限度額

補助金の終期

2 各年度

補助限度額

補助率が2分の1を超え
る場合はその理由

終期設定の根拠 事業効果を検証し、見直しを行うため

目標値

（補助率・補助単価・補助限度額など、補助金額の基準が分かるよう記入する。）
（補助率が2分の1を超える場合は、その理由も記入する。）

6

0 0

R10年度

0 0

（補助金の終期と設定した理由を具体的に記入する。終期を設定できない場合は、その理由を記入する。）

成果指標 単位

現状値

終期

各年度

令和8年3月31日

R8年度

6

R7年度 R9年度 R11年度

00000

イベント数

イベントを実施した団体数

回

団体

0 2

補助率：2/3

200,000円

各事業所に行ったアンケートから、2/3が補助金額が少ない、
ほぼ全数が補助率が低いとの回答があったため。

（補助金を導入した経緯や補助金交付の目的を具体的に記入する。）

令和４年度実施した委託事業者へのアンケートにて、分野を越えた事業所間のつな
がりがないこと、福祉事業所が地域に開かれた場所となっていないことが課題と
なった。そのため、事業所間の交流を促進し分野を越えた課題に対する対応力を高
めることと、事業所が地域に開かれた場所となることを目的に導入した。
（補助金の交付対象者を具体的に記入する。）

地域包括支援センター、居宅介護支援事業所、指定特定相談支援事業所、生駒市社
会福祉協議会、介護保険事業所、指定障害福祉サービス事業所、指定障害児通所支
援事業所、子育て支援等関連団体、生駒市生活困窮者就労準備支援事業所等の事業
所
（補助金の交付対象事業を具体的に記入する。事業費補助でない場合は、その理由を記入する。）
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(成果指標を設定できない場合)

 成果目標

 R6年度の実績

３　執行状況 （千円）

４　補助金交付基準による検証

総額

国・県補助金

その他特定財源

一般財源

R6決算
見込額

0

0

R7予算額

400

400 1,200 600 114

1,200

執行率

600 114 19.0% 0

執行率 R4予算現額

分野を越えた支援者のつながりができ、地域の方々が福祉を「わがごと」として捉えることができる

R5予算現額

0.0%

R4決算額R6予算現額

① 広く市民の福祉向上と利益増進につながるか。

② 社会情勢や市民ニーズに適合しているか。

③ 市の基本的な政策方針に合致しているか。

0

R5決算額

Ｂ　一定程度ある

Ｂ　一定程度認められる

(1) 公益性

Ｂ　一定程度期待できる

① 市が関与する妥当性はあるか。

② 補助金の交付以外の代替策はないか。（直接執行、委託等への切替な
ど）

① 補助金の交付の効果（成果）が認められるか。

（上記のように評価した具体的理由）

Ｂ　今後検討する必要がある

イベントを実施することで、福祉に関する興味・関心の向上を図るとともに、支援の必要はあるものの支
援につながっていない方に対するアウトリーチを行うことができるため、広く市民の福祉向上と利益増進
につながると考える。

民間事業所やNPO法人等で分野を越えた事業所間の交流はメリットがないこと、今まで実施されていない
ことから、現時点では市が関与する必要があると考える。

Ａ　合致している

② 補助金額に見合う効果（成果）が期待できるか。

上記のように評価した理由（効果の測定方法等を含めて記入）

令和5年度実施されたイベントによると、障がい分野と高齢分野で今まで交流がなかったが、障がい分野
が主催のイベントに地域包括支援センターの職員が見守りや手伝い要員として高齢者を紹介するなどのつ
ながりができた。また、障がい分野の施設前で今後実施される駄菓子屋さんの店番も高齢者に担っていた
だくなど、高齢者の居場所となり参加支援や介護予防につながると考える。そのため、福祉イベントを実
施することでその後の持続的な効果も見込めることから、補助金交付の効果が見込まれると考える。

（上記のように評価した具体的理由）

（上記のように評価した具体的理由）

（上記のように評価した具体的理由）

Ａ　つながっている

0件

Ａ　適合している

（上記のように評価した具体的理由）

住民が抱える課題が複雑化・複合化する中で、従来の支援体制ではケアしきれないケースが発生している
ため、分野を越えた福祉事業所同士のつながりは必至である。また、福祉事業所が閉鎖された空間となっ
ていることが多いが、福祉事業所だけではケアしきれない問題に関して住民や民間事業者と協働して解決
し、地域共生社会の実現につながるイベントであると考える。

上述のとおり地域共生社会の実現＝「安全で安心して健康に暮らせるまち」になると考える。

(3) 補助の効果（成果）

(2) 必要性

市主催で分野を越えた支援者間の交流を検討。福祉事業所を市民に開かれた場所にすることには検討が必
要
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５　運営費補助の交付団体の状況（※運営費補助の場合のみ記載）

人

人

千円

６　令和7年度の方向性

① 補助事業完了後、当該補助事業の成果を記載し
た実績報告が提出されているか。

再交付の金額、内容

再交付を行っている理由

① 補助金の使途は目的に沿ったものか。

（適合しない場合はその理由）

Ａ　目的どおりである

再交付先の名称、件数等

③ 1件当たり100万円以上の経費については、原本
を確認しているか。

（適合しない場合はその理由）

② 補助金の交付先から、さらに他の団体等へ再交
付を行っていないか。

↓ ×の場合、下に再交付の内容を記載

② 領収書又は契約書の写し等を添付させている
か。

〇

(4) 当該補助金の交付の他に、交付先に対して行っている助成（該当項目全てに〇）

(2) 団体等の構成人数

場所や備品、消耗品等を無償貸与
している

〇

有料施設等の減免を行っている
有料施設等の使用料補助を行って
いる

100万円以上の経費がない

(5) 実績報告等

〇

うち前年度繰越金

 令和3年度  令和2年度

(4) 補助内容の妥当性

(3) 交付先の構成団体の名称

(1) 交付先
うち臨時職員

市が事務局業務を行っている

その他
（ある場合は右欄に内容を記入）

(5) (4)で該当項目がある場合、そのような支援を行っている理由

歳出決算総額

 令和5年度  令和4年度

③ 補助対象経費と補助対象外経費が明確に経理されてい
る。

判断理由(8) 交付先団体等の財務状況及び会計処理

① 交付先団体等は、自主財源の確保及び効率的な運営へ
の努力をしている。

② 交付団体等において適正な監査機能を有している。

(7) 補助金交付先に対する市の出資状況 有の場合出資額

歳入決算総額

積立金（R5年度末現在高）

③縮小

判断理由

令和6年度に補助率・補助金額を見直し、説明会を開催したにも関わらず申請がなかった。1/3
でも原資がない、他市の事業所と合同で実施するもしくは他市内で実施する場合補助金交付の
対象外となるため、利用できないといった声があった。そのため今年度は件数・補助総額を縮
小して継続する。今年度で終了予定。

方向性

(6) 補助金交付先の収支状況 （千円）

 令和元年度
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１　補助金の基本データ

２　成果指標

①

②

①

②

（補助金を導入した経緯や補助金交付の目的を具体的に記入する。）

明確な導入経緯は不明であるが、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」第５条
に、国及び地方公共団体の責務として、高年齢者等の意欲及び能力に応じた雇用の機
会その他の多様な就業の機会の確保等を図るために必要な施策を総合的かつ効果的に
推進するように努めるものとすると規定されていることから、補助金を交付すること
としたものと考えられる。

（補助金の交付対象者を具体的に記入する。）

生駒市シルバー人材センター

（補助金の交付対象事業を具体的に記入する。事業費補助でない場合は、その理由を記入する。）

要綱では、補助額は予算の範囲内と定め、市は、国庫補助額と
同額を補助している。国庫補助は、補助対象経費の1/2である。

R7年度 R9年度 R11年度

（補助金の終期と設定した理由を具体的に記入する。終期を設定できない場合は、その理由を記入する。）

成果指標 単位

現状値

終期
国庫補助との連動があるため、国庫補助がある間は終期を設け
るべきではないと考える。

R8年度 R10年度

補助率・補助単価
補助限度額

補助金の終期

補助限度額

補助率が2分の1を超え
る場合はその理由

終期設定の根拠

目標値

（補助率・補助単価・補助限度額など、補助金額の基準が分かるよう記入する。）
（補助率が2分の1を超える場合は、その理由も記入する。）

補助金の交付対象者

補助対象事業の内容

補助対象経費

シルバー人材センターの活動全般に対する補助であり、特定の事業に対する補助では
ない。また、事業は多岐に渡っているため、個々の事業に補助するのは困難である。

（補助対象となる経費を具体的に記入する。対象経費が明確でない場合は、その理由を記入する。）

人件費、管理費、高齢者活用・現役世代雇用サポート事業

補助金シート（令和７年度）

補助金名称

根拠法令

シルバー人材センター運営補助金

公益社団法人生駒市シルバー人材センター運営補助金交付要綱

目標年度

補助率・補助単価

所属 地域共生社会推進課

補助金の導入経緯・目的
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(成果指標を設定できない場合)

 成果目標

 R6年度の実績

３　執行状況 （千円）

４　補助金交付基準による検証

生駒市シルバー人材センターは、公益社団法人であり、公益目的事業を行う法人であることから、補助金
を交付することは、適合していると考えられる。

第６次総合計画にも盛り込まれている。

(3) 補助の効果（成果）

(2) 必要性

シルバー人材センターが、国の補助金を受けるには、地方公共団体の補助が要件となっているため、国補
助金交付要件がある限りは、市の補助金交付は不可欠である。

（上記のように評価した具体的理由）

（上記のように評価した具体的理由）

（上記のように評価した具体的理由）

Ｂ　ある程度つながっている

会員数　570人（令和5年度末時点）

Ａ　適合している

（上記のように評価した具体的理由）

本市においても高齢者数の増加とともに、高齢化率も伸び続けており、高齢者の就業機会の確保、高齢者
の就業を通じた生きがいづくりを推進するシルバ ー人材センターの事業は、高齢者にとって、また、家事
援助事業等を行う当センターの事業により、地域活性化に寄与をするなど、シルバー人材センターは重要
な役割を果たしている。

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に沿っている。

Ａ　合致している

② 補助金額に見合う効果（成果）が期待できるか。

上記のように評価した理由（効果の測定方法等を含めて記入）

高年齢者雇用安定法により、高年齢者の雇用年齢が延長されている状況下で、シルバー人材センターの会
員数は減少傾向にあるものの、高年齢者の就業の機会、社会参加の場の促進に寄与している。会員数（各
年度末）　Ｒ元年度　634人　Ｒ２年度　561人　R３年度　545人　Ｒ４年度　558人　Ｒ５年度　570人

Ａ　期待できる

① 市が関与する妥当性はあるか。

② 補助金の交付以外の代替策はないか。（直接執行、委託等への切替な
ど）

① 補助金の交付の効果（成果）が認められるか。

（上記のように評価した具体的理由）

Ａ　ない

Ａ　大いにある

Ｂ　一定程度認められる

(1) 公益性

100.0%

R4決算額R6予算現額

① 広く市民の福祉向上と利益増進につながるか。

② 社会情勢や市民ニーズに適合しているか。

③ 市の基本的な政策方針に合致しているか。

11,780

R5決算額 執行率 R4予算現額

会員数、事業規模の維持

R5予算現額

11,920

執行率

11,780 11,458 97.3% 11,780

11,920 11,780 11,458 11,780 11,780

R7予算額

11,920

11,920

総額

国・県補助金

その他特定財源

一般財源

R6決算
見込額

11,920

11,920
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５　運営費補助の交付団体の状況（※運営費補助の場合のみ記載）

人

人

〇 〇

千円

６　令和7年度の方向性

(6) 補助金交付先の収支状況 （千円）

251,450

258,090

公益社団法人生駒市シルバー人材セ
ンター

232,837

240,052

 令和元年度

①現状維持

判断理由

高齢化が進む中、高齢者の就業機会の確保と社会参加の推進といったシルバー人材センターの社
会的役割の重要性と、同センターへの国庫補助金との市補助金の連動性があることから、引き続
き補助金を交付することが必要であると考えられる。

233,672

234,338

方向性

① 交付先団体等は、自主財源の確保及び効率的な運営への
努力をしている。

② 交付団体等において適正な監査機能を有している。

237,812

241,837

(7) 補助金交付先に対する市の出資状況 有の場合出資額

歳入決算総額

積立金（R5年度末現在高）

③ 補助対象経費と補助対象外経費が明確に経理されてい
る。

〇

〇

〇

無

当団体は、収益性に乏しいことから、自
主財源の確保は困難であるが、団体維持
に向けた効率的な運営には努めている。

判断理由(8) 交付先団体等の財務状況及び会計処理

236,151

241,060

その他
（ある場合は右欄に内容を記入）

(5) (4)で該当項目がある場合、そのような支援を行っている理由

場所の提供と職員１名を派遣しているが、以前は庁舎内に事務室があり、また市職員の配置をしていたという経
緯がある。

歳出決算総額

 令和5年度  令和4年度

うち前年度繰越金

 令和3年度  令和2年度

(4) 補助内容の妥当性

(3) 交付先の構成団体の名称

(1) 交付先
うち臨時職員

市が事務局業務を行っている

場所や備品、消耗品等を無償貸与
している

〇

有料施設等の減免を行っている
有料施設等の使用料補助を行って
いる

同上

(5) 実績報告等

〇

法人で適切な会計監査を行っているため

×

② 領収書又は契約書の写し等を添付させているか。 ×

(4) 当該補助金の交付の他に、交付先に対して行っている助成（該当項目全てに〇）

(2) 団体等の構成人数 570

③ 1件当たり100万円以上の経費については、原本を
確認しているか。

（適合しない場合はその理由）

② 補助金の交付先から、さらに他の団体等へ再交付
を行っていないか。

↓ ×の場合、下に再交付の内容を記載

Ａ　目的どおりである

再交付先の名称、件数等

再交付を行っている理由

① 補助金の使途は目的に沿ったものか。

（適合しない場合はその理由）

① 補助事業完了後、当該補助事業の成果を記載した
実績報告が提出されているか。

再交付の金額、内容
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１　補助金の基本データ

２　成果指標

①

②

①

②

(成果指標を設定できない場合)

 成果目標

 R6年度の実績

（補助金を導入した経緯や補助金交付の目的を具体的に記入する。）

生駒市老人クラブ連合会（以下「連合会」という。）が、少子高齢社会が進むことに
より、家庭・地域での高齢者と子どもの接する機会が減る中で、世代をこえた交流活
動を小学校区単位で行うことにより、高齢者の生きがいの増進と相互の理解を深める
ことを目的として行う世代間交流事業をより推進することが目的
（補助金の交付対象者を具体的に記入する。）

生駒市老人クラブ連合会

（補助金の交付対象事業を具体的に記入する。事業費補助でない場合は、その理由を記入する。）

1/2

1小学校区につき40,000円

事業実施：６小学校（鹿ノ台小学校、あすか野小学校、生駒小学校、生駒東小学校、壱分小学校、生駒南第二小
学校）

R7年度 R9年度 R11年度

（補助金の終期と設定した理由を具体的に記入する。終期を設定できない場合は、その理由を記入する。）

成果指標 単位

現状値

終期 なし

R8年度

12の小学校区で事業が実施されている。

R10年度

補助率・補助単価
補助限度額

補助金の終期

補助限度額

補助率が2分の1を超え
る場合はその理由

終期設定の根拠
世代間交流に対する活動費補助という性質であるため、終期の
設定は適しないため。

目標値

（補助率・補助単価・補助限度額など、補助金額の基準が分かるよう記入する。）
（補助率が2分の1を超える場合は、その理由も記入する。）

補助金の交付対象者

補助対象事業の内容

補助対象経費

小学校区単位で行う世代を超えた交流活動

（補助対象となる経費を具体的に記入する。対象経費が明確でない場合は、その理由を記入する。）

報償費、賃金、旅費、需用費、備品購入費、役務費、委託料、負担金、使用料及び賃
借料

補助金シート（令和７年度）

補助金名称

根拠法令

世代間交流事業補助金

生駒市世代間交流事業補助金交付要綱

目標年度

補助率・補助単価

所属 地域共生社会推進課

補助金の導入経緯・目的
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３　執行状況 （千円）

４　補助金交付基準による検証

(4) 補助内容の妥当性

〇

少子高齢化が進む中、世代間の交流活動を推進することは、相互の理解を深めることにつながると考えられ
る。

第6次総合計画においても、高齢者の生きがいづくりや社会参加を促進し、地域で支え合う意識の醸成を高
め、高齢者の安心・安全が確保できる仕組みの構築に取り組むとある。

(3) 補助の効果（成果）

(2) 必要性

平成２４年度までは、同事業を同団体に委託し、事業経費の実支出額を支出（上限額あり）していた経緯が
ある。

② 補助金の交付先から、さらに他の団体等へ再交付
を行っていないか。

↓ ×の場合、下に再交付の内容を記載

（上記のように評価した具体的理由）

（上記のように評価した具体的理由）

（上記のように評価した具体的理由）

Ｂ　ある程度つながっている

Ａ　適合している

（上記のように評価した具体的理由）

補助金を交付することにより、高齢者の生きがいづくりの増進、世代を超えた交流活動につながっていると
考えられる。

Ａ　目的どおりである

老人福祉法にあるように、国及び地方公共団体は、老人の福祉を増進する責務を有するため。

Ｂ　ある程度適合致している

② 補助金額に見合う効果（成果）が期待できるか。

上記のように評価した理由（効果の測定方法等を含めて記入）

令和2年度から3年度にかけては新型コロナウイルス感染拡大の影響で実施小学校区が制限されたが、令和4
年度から影響も一部にとどまり９小学校区が実施。令和5年度以降、活動が増え12小学校区が実施されるよ
うになった。

再交付先の名称、件数等

再交付を行っている理由

Ｂ　一定程度期待できる

① 市が関与する妥当性はあるか。

② 補助金の交付以外の代替策はないか。（直接執行、委託等への切替な
ど）

① 補助金の交付の効果（成果）が認められるか。

（上記のように評価した具体的理由）

Ａ　ない

① 補助金の使途は目的に沿ったものか。

（適合しない場合はその理由）

Ｂ　一定程度ある

Ａ　認められる

(1) 公益性

42.3%

R4決算額R6予算現額

① 広く市民の福祉向上と利益増進につながるか。

② 社会情勢や市民ニーズに適合しているか。

③ 市の基本的な政策方針に合致しているか。

再交付の金額、内容

132

R5決算額 執行率 R4予算現額R5予算現額

362

執行率

332 164 49.4% 312

362 332 164 312 132

R7予算額

440

440

総額

国・県補助金

その他特定財源

一般財源

R6決算
見込額

238

238

2 / 3 ページ



５　運営費補助の交付団体の状況（※運営費補助の場合のみ記載）

人

人

千円

６　令和7年度の方向性

(6) 補助金交付先の収支状況 （千円）

 令和元年度

①現状維持

判断理由

今後益々少子高齢化が進展していく中、世代間の交流が希薄になりつつあることから、高齢者の
生きがいの増進や地域福祉の増進のために欠かせない事業であると考える。

方向性

① 交付先団体等は、自主財源の確保及び効率的な運営への
努力をしている。

② 交付団体等において適正な監査機能を有している。

(7) 補助金交付先に対する市の出資状況 有の場合出資額

歳入決算総額

積立金（R5年度末現在高）

③ 補助対象経費と補助対象外経費が明確に経理されてい
る。

判断理由(8) 交付先団体等の財務状況及び会計処理

その他
（ある場合は右欄に内容を記入）

(5) (4)で該当項目がある場合、そのような支援を行っている理由

歳出決算総額

 令和5年度  令和4年度

うち前年度繰越金

 令和3年度  令和2年度

(3) 交付先の構成団体の名称

(1) 交付先
うち臨時職員

市が事務局業務を行っている

場所や備品、消耗品等を無償貸与
している

有料施設等の減免を行っている
有料施設等の使用料補助を行って
いる

一件当たり100万円以上の経費は発生しない。

(5) 実績報告等

〇

〇

② 領収書又は契約書の写し等を添付させているか。 〇

(4) 当該補助金の交付の他に、交付先に対して行っている助成（該当項目全てに〇）

(2) 団体等の構成人数

③ 1件当たり100万円以上の経費については、原本を
確認しているか。

（適合しない場合はその理由）

① 補助事業完了後、当該補助事業の成果を記載した
実績報告が提出されているか。
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１　補助金の基本データ

２　成果指標

①

②

①

②

(成果指標を設定できない場合)

 成果目標

 R6年度の実績

（補助金を導入した経緯や補助金交付の目的を具体的に記入する。）

生駒市老人クラブ連合会、小学校校区老人クラブ連合会及び単位老人クラブの生きが
い活動、地域活動、健康増進活動等の活動をより推進していくために、補助金交付を
行っている。
（補助金の交付対象者を具体的に記入する。）

生駒市老人クラブ連合会

（補助金の交付対象事業を具体的に記入する。事業費補助でない場合は、その理由を記入する。）

適正老人クラブ　5,000円×12ヶ月×クラブ数
小規模老人クラブ　3,000円×12ヶ月×クラブ数
連合会活動助成　240,000円+90円×会員数
校区老人クラブ連合会活動助成　50,000円×12校区
社会教育施設使用料補助金　実績に応じて

予算の範囲内

-

交付額　4,047千円（見込額）

R7年度 R9年度 R11年度

（補助金の終期と設定した理由を具体的に記入する。終期を設定できない場合は、その理由を記入する。）

成果指標 単位

現状値

終期 なし

R8年度

高齢者の生きがい、地域活動、健康増進活動の推進。

R10年度

補助率・補助単価
補助限度額

補助金の終期

補助限度額

補助率が2分の1を超え
る場合はその理由

終期設定の根拠 活動に対する助成であるため、終期の設定はそぐわない。

目標値

（補助率・補助単価・補助限度額など、補助金額の基準が分かるよう記入する。）
（補助率が2分の1を超える場合は、その理由も記入する。）

補助金の交付対象者

補助対象事業の内容

補助対象経費

老人クラブの活動全般に対する補助であり、特定の事業に対する補助ではない。ま
た、事業は多岐に渡っているため、個々の事業に補助するのは困難である。

（補助対象となる経費を具体的に記入する。対象経費が明確でない場合は、その理由を記入する。）

老人クラブの活動全般に対する補助であり、特定の事業に対する補助ではない。ま
た、事業は多岐に渡っているため、個々の事業に補助するのは困難である。

補助金シート（令和７年度）

補助金名称

根拠法令

老人クラブ補助金

生駒市老人クラブ活動補助金交付要綱

目標年度

補助率・補助単価

所属 地域共生社会推進課

補助金の導入経緯・目的
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３　執行状況 （千円）

４　補助金交付基準による検証

(4) 補助内容の妥当性

〇

高齢化が進展する中、当団体は高齢者の生きがいづくりの活動を行っており、その活動に対する支援は、社
会情勢に適合していると考えられる。

第6次総合計画においても、安心して暮らすことのできる地域社会の実現に向け、高齢者の生きがいづくりや
社会参加を促進し、地域で支え合う意識を醸成し、高齢者の安心・安全が確保できる仕組みを構築するた
め、老人クラブ連合会への補助事業が掲げられている。

(3) 補助の効果（成果）

(2) 必要性

活動に対する補助である性質のため。

② 補助金の交付先から、さらに他の団体等へ再交付
を行っていないか。

↓ ×の場合、下に再交付の内容を記載

（上記のように評価した具体的理由）

（上記のように評価した具体的理由）

（上記のように評価した具体的理由）

Ａ　つながっている

Ａ　適合している

（上記のように評価した具体的理由）

補助金を交付することにより、高齢者の生きがいづくり、地域活動、健康増進活動につながっている考えら
れる。

Ａ　目的どおりである

老人福祉法にあるように、国及び地方公共団体は、老人の福祉を増進する責務を有するため。

Ａ　合致している

② 補助金額に見合う効果（成果）が期待できるか。

上記のように評価した理由（効果の測定方法等を含めて記入）

高齢者の生きがいづくり、健康増進等へ寄与していると考えられる。

再交付先の名称、件数等

再交付を行っている理由

Ｂ　一定程度期待できる

① 市が関与する妥当性はあるか。

② 補助金の交付以外の代替策はないか。（直接執行、委託等への切替など）

① 補助金の交付の効果（成果）が認められるか。

（上記のように評価した具体的理由）

Ａ　ない

① 補助金の使途は目的に沿ったものか。

（適合しない場合はその理由）

Ａ　大いにある

Ａ　認められる

(1) 公益性

95.5%

R4決算額R6予算現額

① 広く市民の福祉向上と利益増進につながるか。

② 社会情勢や市民ニーズに適合しているか。

③ 市の基本的な政策方針に合致しているか。

再交付の金額、内容

3,996

R5決算額 執行率 R4予算現額R5予算現額

4,171

1,390 1,292

執行率

4,105 3,979 96.9% 4,184

1,227

2,781 2,813 2,719 2,899 2,769

R7予算額

4,117

1,372

2,745

1,260 1,285

総額

国・県補助金

その他特定財源

一般財源

R6決算
見込額

4,047

1,349

2,698
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５　運営費補助の交付団体の状況（※運営費補助の場合のみ記載）

人

人

〇

千円

６　令和7年度の方向性

(6) 補助金交付先の収支状況 （千円）

生駒市老人クラブ連合会

5,713

 令和元年度

①現状維持

判断理由

第2期総合計画、高齢者保健福祉計画・第９期介護保険事業計画においても、地域福祉の重要な担
い手であると位置づけているが、収益団体ではない当該団体の活動助成は継続する必要があるた
め。

老人クラブの活動に対する補助ではある
が、対象経費の明確な規定はない。

6,211

7,127

方向性

① 交付先団体等は、自主財源の確保及び効率的な運営への
努力をしている。

② 交付団体等において適正な監査機能を有している。

5,679

(7) 補助金交付先に対する市の出資状況 有の場合出資額

歳入決算総額

積立金（R5年度末現在高）

③ 補助対象経費と補助対象外経費が明確に経理されてい
る。

〇

〇

無

単位老人クラブでは、会費を徴収してい
る。

判断理由(8) 交付先団体等の財務状況及び会計処理

7,033

7,033

916

その他
（ある場合は右欄に内容を記入）

969

(5) (4)で該当項目がある場合、そのような支援を行っている理由

社会教育施設の使用料における減免額の全廃（Ｈ２３年度～）は、老人クラブの活動に大きな負担となってお
り、単位老人クラブの補助金額を減額した際（Ｈ２４年度）、影響が大きすぎるため、総会等の会議に係る社会
教育施設使用料については本補助金において補助するものとした。

歳出決算総額

 令和5年度  令和4年度

うち前年度繰越金

 令和3年度  令和2年度

680

(3) 交付先の構成団体の名称

(1) 交付先
うち臨時職員

市が事務局業務を行っている

場所や備品、消耗品等を無償貸与
している

有料施設等の減免を行っている
有料施設等の使用料補助を行って
いる

一件当たり100万円以上の経費は発生しない。

(5) 実績報告等

〇

老人クラブ連合会事務局である社会福祉協議会へ県の
補助事業に係る領収書等を提出させている。

－

② 領収書又は契約書の写し等を添付させているか。 ×

(4) 当該補助金の交付の他に、交付先に対して行っている助成（該当項目全てに〇）

(2) 団体等の構成人数 4,241

③ 1件当たり100万円以上の経費については、原本を
確認しているか。

（適合しない場合はその理由）

① 補助事業完了後、当該補助事業の成果を記載した
実績報告が提出されているか。
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１　補助金の基本データ

２　成果指標

①

②

①

②

(成果指標を設定できない場合)

 成果目標

 R6年度の実績

（補助金を導入した経緯や補助金交付の目的を具体的に記入する。）

社会福祉の増進のため

（補助金の交付対象者を具体的に記入する。）

民生委員法(昭和23年法律第198号)第20条に規定する民生委員協議会

（補助金の交付対象事業を具体的に記入する。事業費補助でない場合は、その理由を記入する。）

175人×（1,500円+400円）+6地区×200,000円＝1,532,500円

予算の範囲内

交付額：1,532千円

R7年度 R9年度 R11年度

（補助金の終期と設定した理由を具体的に記入する。終期を設定できない場合は、その理由を記入する。）

成果指標 単位

現状値

終期 なし

R8年度

民生・児童委員の活動による社会福祉の増進。

R10年度

補助率・補助単価
補助限度額

補助金の終期

補助限度額

補助率が2分の1を超え
る場合はその理由

終期設定の根拠
民生・児童委員の活動は期限を切って行うものではないため終
期は設定できない。

目標値

（補助率・補助単価・補助限度額など、補助金額の基準が分かるよう記入する。）
（補助率が2分の1を超える場合は、その理由も記入する。）

補助金の交付対象者

補助対象事業の内容

補助対象経費

民生・児童委員の資質向上及び地域福祉の増進を図るために行う事業。福祉サービス
に関する適切な情報を入手するために開催する関係行政機関連絡会議、困難ケースに
ついての専門家を交えた検討会及び地域の民生・児童委員活動を地域住民に周知する
広報活動を行う事業。
（補助対象となる経費を具体的に記入する。対象経費が明確でない場合は、その理由を記入する。）

研修等活動に要した経費、会議広報活動に要した経費

補助金シート（令和７年度）

補助金名称

根拠法令

地区民生児童委員協議会活動費補助金

生駒市地区民協組織的活動費補助金交付要綱

目標年度

補助率・補助単価

所属 地域共生社会推進課

補助金の導入経緯・目的
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３　執行状況 （千円）

４　補助金交付基準による検証

(4) 補助内容の妥当性

〇

地域住民間の繋がりが希薄化する中で、少子高齢化も進んでいる。民生・児童委員は担当区域内の住民の実
態や福祉ニーズを日常的に把握するアンテナ的役割を努める。

誰もが安心して暮らすことができる地域社会の実現に向け、民生委員等との連携強化に努めていくと総合計
画に掲げている。

(3) 補助の効果（成果）

(2) 必要性

県から市に交付されるため同額を補助金として支出しなければならない。

② 補助金の交付先から、さらに他の団体等へ再交付
を行っていないか。

↓ ×の場合、下に再交付の内容を記載

（上記のように評価した具体的理由）

（上記のように評価した具体的理由）

（上記のように評価した具体的理由）

Ａ　つながっている

Ａ　適合している

（上記のように評価した具体的理由）

民生委員法に基づき、厚生労働大臣から委嘱された非常勤の地方公務員で児童福祉法に定める児童委員も兼
ねている。給与の支給はなく、ボランティアとして活動している。

Ａ　目的どおりである

無報酬のボランティアで活動し、行政では目の届き難い地域において困りごとの相談や日常的な見守り活動
等を実施しており、要支援者と行政を繋ぐ役割も果たしている。

Ａ　合致している

② 補助金額に見合う効果（成果）が期待できるか。

上記のように評価した理由（効果の測定方法等を含めて記入）

民生委員・児童委員の活動報告等

再交付先の名称、件数等

再交付を行っている理由

Ａ　期待できる

① 市が関与する妥当性はあるか。

② 補助金の交付以外の代替策はないか。（直接執行、委託等への切替な
ど）

① 補助金の交付の効果（成果）が認められるか。

（上記のように評価した具体的理由）

Ａ　ない

① 補助金の使途は目的に沿ったものか。

（適合しない場合はその理由）

Ａ　大いにある

Ａ　認められる

(1) 公益性

100.0%

R4決算額R6予算現額

① 広く市民の福祉向上と利益増進につながるか。

② 社会情勢や市民ニーズに適合しているか。

③ 市の基本的な政策方針に合致しているか。

再交付の金額、内容

1,532

R5決算額 執行率 R4予算現額R5予算現額

1,532

1,532 1,532

執行率

1,532 1,532 100.0% 1,532

1,532

R7予算額

1,532

1,532 1,532 1,532

総額

国・県補助金

その他特定財源

一般財源

R6決算
見込額

1,532

1,532
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５　運営費補助の交付団体の状況（※運営費補助の場合のみ記載）

人

人

千円

６　令和7年度の方向性

(6) 補助金交付先の収支状況 （千円）

地区民生・児童委員協議会（6地区）

 令和元年度

①現状維持

判断理由

民生・児童委員の活動は各地区協議会毎の活動を行うこととなっており、この補助金は研修等活
動に要した経費や、会議広報活動に要した経費に充てる目的で県から補助されているため

生駒市北第一地区民生児童委員協議会、生駒市北第二地区民生児童委員協議
会、生駒市西地区民生児童委員協議会、生駒市東地区民生児童委員協議会、生
駒市中地区民生児童委員協議会、生駒市南地区民生児童委員協議会

地区協議会における研修、広報活動に係る
経費を管理されている

方向性

① 交付先団体等は、自主財源の確保及び効率的な運営への
努力をしている。

② 交付団体等において適正な監査機能を有している。

(7) 補助金交付先に対する市の出資状況 有の場合出資額

歳入決算総額

積立金（R5年度末現在高）

③ 補助対象経費と補助対象外経費が明確に経理されてい
る。

〇

〇

〇

団体の性質上、自主財源の確保は困難であ
るが、効率的な運営には努めている。

判断理由

社会福祉協議会が事務局として適正に管理
されている

(8) 交付先団体等の財務状況及び会計処理

その他
（ある場合は右欄に内容を記入）

(5) (4)で該当項目がある場合、そのような支援を行っている理由

歳出決算総額

 令和5年度  令和4年度

うち前年度繰越金

 令和3年度  令和2年度

(3) 交付先の構成団体の名称

(1) 交付先
うち臨時職員

市が事務局業務を行っている

場所や備品、消耗品等を無償貸与
している

有料施設等の減免を行っている
有料施設等の使用料補助を行って
いる

(5) 実績報告等

〇

県への提出書類として不要なため

－

② 領収書又は契約書の写し等を添付させているか。 ×

(4) 当該補助金の交付の他に、交付先に対して行っている助成（該当項目全てに〇）

(2) 団体等の構成人数 175

③ 1件当たり100万円以上の経費については、原本を
確認しているか。

（適合しない場合はその理由）

① 補助事業完了後、当該補助事業の成果を記載した
実績報告が提出されているか。
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１　補助金の基本データ

２　成果指標

①

②

①

②

(成果指標を設定できない場合)

 成果目標

 R6年度の実績

補助金シート（令和７年度）

補助金名称

根拠法令

民生児童委員活動費交付金

生駒市民生・児童委員活動費交付金交付要綱

目標年度

補助率・補助単価

所属 地域共生社会推進課

補助金の導入経緯・目的

補助金の交付対象者

補助対象事業の内容

補助対象経費

住民福祉の増進に係る業務についての協力活動、連絡調整

（補助対象となる経費を具体的に記入する。対象経費が明確でない場合は、その理由を記入する。）

活動時に必要な交通費や通信費、消耗品費等

補助率・補助単価
補助限度額

補助金の終期

補助限度額

補助率が2分の1を超え
る場合はその理由

終期設定の根拠
民生・児童委員の活動は期限を切って行うものではないため終
期は設定できない。

目標値

（補助率・補助単価・補助限度額など、補助金額の基準が分かるよう記入する。）
（補助率が2分の1を超える場合は、その理由も記入する。）

社会福祉の増進。

R10年度

（補助金の終期と設定した理由を具体的に記入する。終期を設定できない場合は、その理由を記入する。）

成果指標 単位

現状値

終期 なし

R8年度R7年度 R9年度 R11年度

（60,200円(県負担金)+70,000円(市単)）×175人＝22,785,000
円

予算の範囲内

交付額　22,188千円

（補助金を導入した経緯や補助金交付の目的を具体的に記入する。）

社会福祉の増進のため

（補助金の交付対象者を具体的に記入する。）

民生委員法(昭和23年法律第198号)第3条及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第16
条で定める民生委員、児童委員及び主任児童委員
（補助金の交付対象事業を具体的に記入する。事業費補助でない場合は、その理由を記入する。）
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３　執行状況 （千円）

４　補助金交付基準による検証

総額

国・県補助金

その他特定財源

一般財源

R6決算
見込額

22,188

10,354

11,834

R7予算額

22,785

10,535

12,250

10,234 10,535

12,250 12,250 11,628 12,250 11,741

22,785

10,535 10,535

執行率

22,785 21,862 95.9% 22,785

10,414

執行率 R4予算現額R5予算現額

97.2%

R4決算額R6予算現額

① 広く市民の福祉向上と利益増進につながるか。

② 社会情勢や市民ニーズに適合しているか。

③ 市の基本的な政策方針に合致しているか。

再交付の金額、内容

22,155

R5決算額

Ａ　大いにある

Ａ　認められる

(1) 公益性

再交付を行っている理由

Ａ　期待できる

① 市が関与する妥当性はあるか。

② 補助金の交付以外の代替策はないか。（直接執行、委託等への切替な
ど）

① 補助金の交付の効果（成果）が認められるか。

（上記のように評価した具体的理由）

Ａ　ない

① 補助金の使途は目的に沿ったものか。

（適合しない場合はその理由）

民生委員法に基づき、厚生労働大臣から委嘱された非常勤の地方公務員で児童福祉法に定める児童委員も兼
ねている。給与の支給はなく、ボランティアとして活動している。

Ａ　目的どおりである

無報酬のボランティアで活動し、行政では目の届き難い地域において困りごとの相談や日常的な見守り活動
等を実施しており、要支援者と行政を繋ぐ役割も果たしている。

Ａ　合致している

② 補助金額に見合う効果（成果）が期待できるか。

上記のように評価した理由（効果の測定方法等を含めて記入）

民生委員・児童委員の活動報告等

再交付先の名称、件数等

（上記のように評価した具体的理由）

（上記のように評価した具体的理由）

（上記のように評価した具体的理由）

Ａ　つながっている

Ａ　適合している

（上記のように評価した具体的理由）

② 補助金の交付先から、さらに他の団体等へ再交付
を行っていないか。

↓ ×の場合、下に再交付の内容を記載

地域住民間の繋がりが希薄化する中で、少子高齢化も進んでいる。民生・児童委員は担当区域内の住民の実
態や福祉ニーズを日常的に把握するアンテナ的役割を努める。

誰もが安心して暮らすことができる地域社会の実現に向け、民生委員等との連携強化に努めていくと総合計
画に掲げている。

(3) 補助の効果（成果）

(2) 必要性

民生委員・児童委員活動を生駒市の福祉行政と連携・協力いただく経費の財源として代替策はない。

〇

(4) 補助内容の妥当性
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５　運営費補助の交付団体の状況（※運営費補助の場合のみ記載）

人

人

千円

６　令和7年度の方向性

① 補助事業完了後、当該補助事業の成果を記載した
実績報告が提出されているか。

③ 1件当たり100万円以上の経費については、原本を
確認しているか。

（適合しない場合はその理由）

② 領収書又は契約書の写し等を添付させているか。 ×

(4) 当該補助金の交付の他に、交付先に対して行っている助成（該当項目全てに〇）

(2) 団体等の構成人数

場所や備品、消耗品等を無償貸与
している

有料施設等の減免を行っている
有料施設等の使用料補助を行って
いる

１件当たり１００万円以上の経費は発生し
ない。

(5) 実績報告等

〇

個人所有の電話や自家用車の一部使用に係
る経費の費用弁償的なもの等であり領収書
の添付は不適当

－

うち前年度繰越金

 令和3年度  令和2年度

(3) 交付先の構成団体の名称

(1) 交付先
うち臨時職員

市が事務局業務を行っている

その他
（ある場合は右欄に内容を記入）

(5) (4)で該当項目がある場合、そのような支援を行っている理由

歳出決算総額

 令和5年度  令和4年度

③ 補助対象経費と補助対象外経費が明確に経理されてい
る。

判断理由(8) 交付先団体等の財務状況及び会計処理

① 交付先団体等は、自主財源の確保及び効率的な運営への
努力をしている。

② 交付団体等において適正な監査機能を有している。

(7) 補助金交付先に対する市の出資状況 有の場合出資額

歳入決算総額

積立金（R5年度末現在高）

①現状維持

判断理由

民生・児童委員の活動は期限を切って行うものではない上に無報酬であり、この補助金は活動時
に必要な交通費や通信費、消耗品費等に対する費用弁済的なものであるため

方向性

(6) 補助金交付先の収支状況 （千円）

 令和元年度
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１　補助金の基本データ

２　成果指標

①

②

①

②

(成果指標を設定できない場合)

 成果目標

 R6年度の実績

補助金シート（令和７年度）

補助金名称

根拠法令

生駒市相談支援事業所人材確保支援事業補助金

生駒市相談支援事業所人材確保支援事業補助金交付要綱

目標年度

補助率・補助単価

所属 障がい福祉課

補助金の導入経緯・目的

補助金の交付対象者

補助対象事業の内容

補助対象経費

一定の条件を満たす相談支援専門員の新規配置を行った市内の計画相談支援等を実施
する相談支援事業所に対し、相談支援専門員の新規配置に係る経費を補助する。

（補助対象となる経費を具体的に記入する。対象経費が明確でない場合は、その理由を記入する。）

新規配置した相談支援専門員の１人分の人件費

補助率・補助単価
補助限度額

補助金の終期

補助限度額

補助率が2分の1を超え
る場合はその理由

終期設定の根拠
補助金の効果について、３年程度での周期で検証を行い、本補
助金の必要性を検討するため。

目標値

（補助率・補助単価・補助限度額など、補助金額の基準が分かるよう記入する。）
（補助率が2分の1を超える場合は、その理由も記入する。）

補助金の交付により、本市相談支援事業所における相談支援専門員の人材不足の解消が図られることで市内の相
談支援体制の充実に一定の効果をもたらす。

R10年度

（補助金の終期と設定した理由を具体的に記入する。終期を設定できない場合は、その理由を記入する。）

成果指標 単位

現状値

終期 令和９年３月３１日

R8年度R7年度 R9年度 R11年度

常勤の相談支援専門員の新規配置：９０万円/人（１万円/件の
計画相談支援等の件数に応じた件数加算額あり）
非常勤の相談支援専門員の新規配置：４５万円/人（５千円/件
の計画相談支援等の件数に応じた件数加算額あり）

１相談支援事業所につき、１年度当たり１２０万円

申請件数：１件

（補助金を導入した経緯や補助金交付の目的を具体的に記入する。）

市内の相談支援事業所における相談支援専門員の新たな配置を促進し市内の相談支援
体制の充実を図ることを目的に導入した。

（補助金の交付対象者を具体的に記入する。）

市内で計画相談支援等を実施する相談支援事業所を運営する相談支援事業者であっ
て、一定の条件を満たす相談支援専門員の新規配置を行ったもの。
（補助金の交付対象事業を具体的に記入する。事業費補助でない場合は、その理由を記入する。）
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３　執行状況 （千円）

４　補助金交付基準による検証

総額

国・県補助金

その他特定財源

一般財源

R6決算
見込額

0

0

0

0

R7予算額

4,800

0

0

4,800 3,600

0

3,600

0

執行率

0 0 0.0% 0

執行率 R4予算現額R5予算現額

0.0%

R4決算額R6予算現額

① 広く市民の福祉向上と利益増進につながるか。

② 社会情勢や市民ニーズに適合しているか。

③ 市の基本的な政策方針に合致しているか。

再交付の金額、内容

0

R5決算額

Ａ　大いにある

Ａ　認められる

(1) 公益性

再交付を行っている理由

Ａ　期待できる

① 市が関与する妥当性はあるか。

② 補助金の交付以外の代替策はないか。（直接執行、委託等への切替な
ど）

① 補助金の交付の効果（成果）が認められるか。

（上記のように評価した具体的理由）

Ａ　ない

① 補助金の使途は目的に沿ったものか。

（適合しない場合はその理由）

年々増加している計画相談支援等に対応するにあたって、市内の相談支援事業所における相談支援専門員の
確保及び市内の相談支援体制の充実は、市民の福祉向上と利益増進に不可欠であるため。

Ａ　目的どおりである

慢性的な福祉人材不足が叫ばれるなか、質の高い障害福祉サービスを継続的に提供すべく、市内の事業所の
人材確保を図る目的であり、市が助成する必要性が高いと考えられる。

Ａ　合致している

② 補助金額に見合う効果（成果）が期待できるか。

上記のように評価した理由（効果の測定方法等を含めて記入）

各事業所においても、相談支援専門員の新規配置にあたっては少なくない人件費が発生するため、その費用
について市が補助することで、市内の福祉人材の確保につながると考える。

再交付先の名称、件数等

（上記のように評価した具体的理由）

（上記のように評価した具体的理由）

（上記のように評価した具体的理由）

Ａ　つながっている

Ａ　適合している

（上記のように評価した具体的理由）

② 補助金の交付先から、さらに他の団体等へ再交付
を行っていないか。

↓ ×の場合、下に再交付の内容を記載

相談支援事業所における人材不足は、全国的な課題でもあり、増加傾向にある市内の計画相談支援等に対応
するため、市内での人材確保は、非常に重要である。

相談支援事業所における人材確保は、持続可能な福祉提供体制の構築につながる。

(3) 補助の効果（成果）

(2) 必要性

相談支援事業所における人材確保を目的としており、事業所に対して市が補助する現在の方法が最適と考え
る。

〇

(4) 補助内容の妥当性

2 / 3 ページ



５　運営費補助の交付団体の状況（※運営費補助の場合のみ記載）

人

人

千円

６　令和7年度の方向性

① 補助事業完了後、当該補助事業の成果を記載した
実績報告が提出されているか。

③ 1件当たり100万円以上の経費については、原本を
確認しているか。

（適合しない場合はその理由）

② 領収書又は契約書の写し等を添付させているか。 －

(4) 当該補助金の交付の他に、交付先に対して行っている助成（該当項目全てに〇）

(2) 団体等の構成人数

場所や備品、消耗品等を無償貸与
している

有料施設等の減免を行っている
有料施設等の使用料補助を行って
いる

(5) 実績報告等

－

－

うち前年度繰越金

 令和3年度  令和2年度

(3) 交付先の構成団体の名称

(1) 交付先
うち臨時職員

市が事務局業務を行っている

その他
（ある場合は右欄に内容を記入）

(5) (4)で該当項目がある場合、そのような支援を行っている理由

歳出決算総額

 令和5年度  令和4年度

③ 補助対象経費と補助対象外経費が明確に経理されてい
る。

判断理由(8) 交付先団体等の財務状況及び会計処理

① 交付先団体等は、自主財源の確保及び効率的な運営への
努力をしている。

② 交付団体等において適正な監査機能を有している。

(7) 補助金交付先に対する市の出資状況 有の場合出資額

歳入決算総額

積立金（R5年度末現在高）

①現状維持

判断理由

今後も増加が見込まれる計画相談支援件数に対応し、市内の相談支援事業所の人材確保や相談支
援体制の充実にもつながることから、本補助金は有効と考える。

方向性

(6) 補助金交付先の収支状況 （千円）

 令和元年度
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１　補助金の基本データ

２　成果指標

①

②

①

②

(成果指標を設定できない場合)

 成果目標

 R6年度の実績

補助金シート（令和７年度）

補助金名称

根拠法令

生駒市子どもの学習・生活支援事業補助金

ひとり親家庭等生活向上事業の実施について（平成 28年４月１日雇児発 0401第31号）

目標年度

補助率・補助単価

所属 生活支援課

補助金の導入経緯・目的

補助金の交付対象者

補助対象事業の内容

補助対象経費

大学等受験料（高校３年生）及び模試費用（高校３年生及び中学３年生）

（補助対象となる経費を具体的に記入する。対象経費が明確でない場合は、その理由を記入する。）

大学等受験料及び模試費用

補助率・補助単価
補助限度額

補助金の終期

6 7

補助限度額

補助率が2分の1を超え
る場合はその理由

終期設定の根拠 実施要綱に基づく

目標値

（補助率・補助単価・補助限度額など、補助金額の基準が分かるよう記入する。）
（補助率が2分の1を超える場合は、その理由も記入する。）

10

R10年度

6 6

（補助金の終期と設定した理由を具体的に記入する。終期を設定できない場合は、その理由を記入する。）

成果指標 単位

現状値

終期

7

令和10年3月31日

R8年度

10

R7年度 R9年度 R11年度

10100

高校３年生

中学３年生

人

人

0 6

10/10

大学等受験料（高校３年生：53,000円）
模試費用（高校３年生：8,000円、中学３年生：6,000円）

国（こども家庭庁）の示す内容による。

（補助金を導入した経緯や補助金交付の目的を具体的に記入する。）

進学段階で貧困の連鎖を断ち切るため、経済的課題を抱えるひとり親家庭等の子ども
に対して、受験料、模試費用の補助を行うことで、ひとり親家庭や低所得子育て世帯
の子どもの進学に向けたチャレンジを後押しする。
（補助金の交付対象者を具体的に記入する。）

子どもの学習支援事業に登録している中学３年生又は高校３年生の子どもを養育して
いる保護者で、住民税非課税世帯又児童扶養手当支給世帯（またはその相当世帯）
（補助金の交付対象事業を具体的に記入する。事業費補助でない場合は、その理由を記入する。）
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３　執行状況 （千円）

４　補助金交付基準による検証

総額

国・県補助金

その他特定財源

一般財源

R6決算
見込額

0

0

0

0

R7予算額

426

319

0

107

0

0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0

0

0 0

執行率

0 0 0.0% 0

0

執行率 R4予算現額R5予算現額

0.0%

R4決算額R6予算現額

① 広く市民の福祉向上と利益増進につながるか。

② 社会情勢や市民ニーズに適合しているか。

③ 市の基本的な政策方針に合致しているか。

再交付の金額、内容

0

R5決算額

Ｂ　一定程度ある

Ａ　認められる

(1) 公益性

再交付を行っている理由

Ａ　期待できる

① 市が関与する妥当性はあるか。

② 補助金の交付以外の代替策はないか。（直接執行、委託等への切替な
ど）

① 補助金の交付の効果（成果）が認められるか。

（上記のように評価した具体的理由）

Ｂ　今後検討する必要がある

① 補助金の使途は目的に沿ったものか。

（適合しない場合はその理由）

生活困窮者の進学支援に寄与するが、対象者が限定的である。

Ａ　目的どおりである

住民税非課税世帯やひとり親家庭の情報抽出が必要。

Ａ　合致している

② 補助金額に見合う効果（成果）が期待できるか。

上記のように評価した理由（効果の測定方法等を含めて記入）

経済的に困難であっても、大学・高校受験にチャレンジできる。

再交付先の名称、件数等

（上記のように評価した具体的理由）

（上記のように評価した具体的理由）

（上記のように評価した具体的理由）

Ｂ　ある程度つながっている

Ａ　適合している

（上記のように評価した具体的理由）

② 補助金の交付先から、さらに他の団体等へ再交付
を行っていないか。

↓ ×の場合、下に再交付の内容を記載

経済的に困窮していても進学のチャンスが得られる。

未来を担うこどもたちを育むまちという将来像に合致する。

(3) 補助の効果（成果）

(2) 必要性

学習支援委託事業者による実施の可能性について、検討の余地がある。

〇

(4) 補助内容の妥当性
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５　運営費補助の交付団体の状況（※運営費補助の場合のみ記載）

人

人

千円

６　令和7年度の方向性

① 補助事業完了後、当該補助事業の成果を記載した
実績報告が提出されているか。

③ 1件当たり100万円以上の経費については、原本を
確認しているか。

（適合しない場合はその理由）

② 領収書又は契約書の写し等を添付させているか。 〇

(4) 当該補助金の交付の他に、交付先に対して行っている助成（該当項目全てに〇）

(2) 団体等の構成人数

場所や備品、消耗品等を無償貸与
している

有料施設等の減免を行っている
有料施設等の使用料補助を行って
いる

(5) 実績報告等

－

－

うち前年度繰越金

 令和3年度  令和2年度

(3) 交付先の構成団体の名称

(1) 交付先
うち臨時職員

市が事務局業務を行っている

その他
（ある場合は右欄に内容を記入）

(5) (4)で該当項目がある場合、そのような支援を行っている理由

歳出決算総額

 令和5年度  令和4年度

③ 補助対象経費と補助対象外経費が明確に経理されてい
る。

判断理由(8) 交付先団体等の財務状況及び会計処理

① 交付先団体等は、自主財源の確保及び効率的な運営へ
の努力をしている。

② 交付団体等において適正な監査機能を有している。

(7) 補助金交付先に対する市の出資状況 有の場合出資額

歳入決算総額

積立金（R5年度末現在高）

①現状維持

判断理由

新規で実施

方向性

(6) 補助金交付先の収支状況 （千円）

 令和元年度
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１　補助金の基本データ

２　成果指標

①

②

①

②

(成果指標を設定できない場合)

 成果目標

 R6年度の実績

補助金シート（令和７年度）

補助金名称

根拠法令

生駒市機能訓練事業補助金交付要綱

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の４５第１項第２号

目標年度

補助率・補助単価

所属 地域包括ケア推進課

補助金の導入経緯・目的

補助金の交付対象者

補助対象事業の内容

補助対象経費

機能訓練事業実施の運営費

（補助対象となる経費を具体的に記入する。対象経費が明確でない場合は、その理由を記入する。）

消耗品費、印刷製本費、賃借料、その他市長が適当と認めるもの

補助率・補助単価
補助限度額

補助金の終期

補助限度額

補助率が2分の1を超え
る場合はその理由

終期設定の根拠

高齢者が年々増加する中、介護認定率の上昇を緩やかにし、介
護サービスに係る費用の支出の抑制を継続する必要があるた
め。ボランティア等人材が不足する中、住民主体の活動を継続
して実施していく必要があるため。

目標値

（補助率・補助単価・補助限度額など、補助金額の基準が分かるよう記入する。）
（補助率が2分の1を超える場合は、その理由も記入する。）

高齢者が人とのつながりを通して、要介護状態になっても生きがい・役割をもって生活できるよう、年齢や心身
の状況等によって分け隔てることのない住民主体の通いの場を充実させる。

R10年度

（補助金の終期と設定した理由を具体的に記入する。終期を設定できない場合は、その理由を記入する。）

成果指標 単位

現状値

終期 なし

R8年度R7年度 R9年度 R11年度

機能訓練事業に要した対象経費の額

60千円/年

市内全域で分け隔てなく高齢者を受け入れ公益性が高いため。
ボランティアの仕事が多岐にわたり負担が大きく成り手が不足
する中、独自で全資金を確保するのは更なる負担増に繋がり事
業の継続性が危ぶまれるため。

市内８か所で計約７０回実施され、延べ１０００人の高齢者が参加する見込み。障がい福祉課と連携して障がい
を持つ高齢者を受け入れたり、認知症カフェとして認知症高齢者を受け入れたりするなど、広く地域の通いの場
として機能している。

（補助金を導入した経緯や補助金交付の目的を具体的に記入する。）

介護保険法第１１５条の４５第１項第２号に基づく地域支援事業の一般介護予防とし
て、高齢者の閉じこもり等による生活機能の低下からくる要支援又は要介護状態への
進行を予防するとともに、地域のネットワーク形成を推進する目的の住民主体の事業
（機能訓練事業）に対し経費の一部を補助
（補助金の交付対象者を具体的に記入する。）

機能訓練事業実施団体

（補助金の交付対象事業を具体的に記入する。事業費補助でない場合は、その理由を記入する。）
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３　執行状況 （千円）

４　補助金交付基準による検証

総額

国・県補助金

その他特定財源

一般財源

R6決算
見込額

480

156

190

134

R7予算
要求額

480

156

190

134

213

150 176

151 151 129 151 151

213 213 182 213

540

176 176

執行率

540 460 85.2% 540

176

執行率 R4予算現額R5予算現額

100.0%

R4決算額R6予算現額

① 広く市民の福祉向上と利益増進につながるか。

② 社会情勢や市民ニーズに適合しているか。

③ 市の基本的な政策方針に合致しているか。

再交付の金額、内容

540

R5決算額

Ａ　大いにある

Ａ　認められる

(1) 公益性

再交付を行っている理由

Ａ　期待できる

① 市が関与する妥当性はあるか。

② 補助金の交付以外の代替策はないか。（直接執行、委託等への切替など）

① 補助金の交付の効果（成果）が認められるか。

（上記のように評価した具体的理由）

Ｂ　今後検討する必要がある

① 補助金の使途は目的に沿ったものか。

（適合しない場合はその理由）

高齢者の増加に伴う介護認定率の上昇を緩やかにするための介護予防事業であり、住み慣れた地域で継続的
に通える場を設置できている。

Ａ　目的どおりである

運営主体であるボランティア人材の高齢化や、成り手不足により、自主運営では継続性が担保できないた
め。

Ａ　合致している

② 補助金額に見合う効果（成果）が期待できるか。

上記のように評価した理由（効果の測定方法等を含めて記入）

令和５年度は市内９か所で計１０４回実施され、延べ１２０７人の高齢者が参加し、広く地域の通いの場と
して機能した。

再交付先の名称、件数等

（上記のように評価した具体的理由）

（上記のように評価した具体的理由）

（上記のように評価した具体的理由）

Ａ　つながっている

Ａ　適合している

（上記のように評価した具体的理由）

② 補助金の交付先から、さらに他の団体等へ再交付
を行っていないか。

↓ ×の場合、下に再交付の内容を記載

高齢者が住み慣れた地域で安心して生活できるよう、低下した高齢者には参加を促す声掛けを行う等、住民
主体で工夫しながら継続しており、介護保険法の理念である自立支援を推進するものである。

高齢者の増加に伴う介護認定率の上昇を緩やかにし、自立支援・介護予防に資する事業を推進する方針に合
致している。

(3) 補助の効果（成果）

(2) 必要性

代替案として委託も考えられるが、各活動団体に資力がなく、運営に必要な経費を立て替えることができな
いという課題がある。

〇

(4) 補助内容の妥当性
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５　運営費補助の交付団体の状況（※運営費補助の場合のみ記載）

人

人

〇

千円

６　令和7年度の方向性

① 補助事業完了後、当該補助事業の成果を記載した
実績報告が提出されているか。

③ 1件当たり100万円以上の経費については、原本を
確認しているか。

（適合しない場合はその理由）

② 領収書又は契約書の写し等を添付させているか。 〇

(4) 当該補助金の交付の他に、交付先に対して行っている助成（該当項目全てに〇）

(2) 団体等の構成人数

場所や備品、消耗品等を無償貸与
している

有料施設等の減免を行っている
有料施設等の使用料補助を行って
いる

(5) 実績報告等

〇

－

うち前年度繰越金

 令和3年度  令和2年度

(3) 交付先の構成団体の名称

(1) 交付先
うち臨時職員

市が事務局業務を行っている

その他
（ある場合は右欄に内容を記入）

(5) (4)で該当項目がある場合、そのような支援を行っている理由

歳出決算総額

 令和5年度  令和4年度

③ 補助対象経費と補助対象外経費が明確に経理されてい
る。

判断理由(8) 交付先団体等の財務状況及び会計処理

① 交付先団体等は、自主財源の確保及び効率的な運営への
努力をしている。

② 交付団体等において適正な監査機能を有している。

(7) 補助金交付先に対する市の出資状況 有の場合出資額

歳入決算総額

積立金（R5年度末現在高）

①現状維持

判断理由

高齢者の増加対策として大いに公益性があり、健康の増進や介護認定率の上昇を緩やかにするた
めの一助なりうる介護予防事業であり、ボランティア等人材が不足する中、住民主体の活動を継
続して実施していくために、消耗品購入等の運営に係る経費を補助する必要があるため。

方向性

(6) 補助金交付先の収支状況 （千円）

 令和元年度

3 / 3 ページ



１　補助金の基本データ

２　成果指標

①

②

①

②

（補助金を導入した経緯や補助金交付の目的を具体的に記入する。）

社会福祉法人による、低所得利用者への軽減制度事業に要する経費の一部を補助する
ことにより、低所得利用者の生活の安定と介護保険制度の円滑な実施に資することを
目的とする。
（補助金の交付対象者を具体的に記入する。）

１　市町村民税非課税世帯であって、次の要件をすべて満たす方
（１）年間収入が単身世帯で１５０万円、世帯員が１人増えるごとに５０万円を加算
した額以下であること。
（２）預貯金等の額が単身世帯で３５０万円、世帯員が１人増えるごとに１００万円
を加算した額以下であること。
（３） 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に
利用し得る資産を有していないこと。
（４）負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
（５）介護保険料を滞納していないこと。

２　生活保護受給者
（補助金の交付対象事業を具体的に記入する。事業費補助でない場合は、その理由を記入する。）

各社会福祉法人の低所得利用者に対する減免額が本来収入額の
１％を超えた場合その超えた額の２分の１、または１０％を超
えた場合その超えた額全額（千円未満切捨て）について補助。
（市：１/４、県：３/４）

予算の範囲内

R7年度 R9年度 R11年度

（補助金の終期と設定した理由を具体的に記入する。終期を設定できない場合は、その理由を記入する。）

成果指標 単位

現状値

終期 設定していない

R8年度 R10年度

補助率・補助単価
補助限度額

補助金の終期

補助限度額

補助率が2分の1を超え
る場合はその理由

終期設定の根拠
軽減対象者が増加しても法人の負担が大きくなり過ぎないよう
にするための補助金であり、軽減対象者が増加傾向にあるな
か、継続的に補助金を交付していく必要があるため。

目標値

（補助率・補助単価・補助限度額など、補助金額の基準が分かるよう記入する。）
（補助率が2分の1を超える場合は、その理由も記入する。）

補助金の交付対象者

補助対象事業の内容

補助対象経費

介護施設入所者の居住費や食費は原則利用者負担であるが、所得の低い方は居住費と
食費の利用者負担に上限が設定され、利用が困難とならないよう軽減を行う。

（補助対象となる経費を具体的に記入する。対象経費が明確でない場合は、その理由を記入する。）

１　市町村民税世帯非課税の対象者…利用者負担額（利用者負担第2段階の入所者を
除く。）の25％、居住費及び食費の25％
２　生活保護受給者…個室に係る居住費の全額

補助金シート（令和７年度）

補助金名称

根拠法令

社会福祉法人利用負担助成金

社会福祉法人等による利用者負担額減免制度事業補助金交付要綱

目標年度

補助率・補助単価

所属 介護保険課

補助金の導入経緯・目的
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(成果指標を設定できない場合)

 成果目標

 R6年度の実績

３　執行状況 （千円）

４　補助金交付基準による検証

今後も高齢者数の増加が見込まれる中で、低所得であるために施設に入所できない等、生活が困難になる
高齢者も増加すると予想されるため。

低所得であっても介護が必要になったときに、介護サービスを受けることができることは、市民の暮らし
の安心につながるため。

(3) 補助の効果（成果）

(2) 必要性

①で言及したとおり、利用者負担の軽減制度事業の事業主体が社会福祉法人であるとともに、軽減に伴う
市町村の助成が国から示されているため。

（上記のように評価した具体的理由）

（上記のように評価した具体的理由）

（上記のように評価した具体的理由）

Ａ　つながっている

各社会福祉法人に対して、メールで利用者への制度の周知を促した。

Ａ　適合している

（上記のように評価した具体的理由）

低所得利用者の生活の安定と介護保険制度の円滑な実施につながっているため。

低所得者に対する利用者負担の軽減制度事業の事業主体は社会福祉法人であるが、それによる法人の負担
に対する補助を市が行い、法人の経営の安定化を図ることで、利用者負担の軽減を行おうとする社会福祉
法人を増加させることができるため。

Ａ　合致している

② 補助金額に見合う効果（成果）が期待できるか。

上記のように評価した理由（効果の測定方法等を含めて記入）

補助金交付を実施することで、法人による低所得者に対する利用者負担の軽減の拡充が期待できる。

Ａ　期待できる

① 市が関与する妥当性はあるか。

② 補助金の交付以外の代替策はないか。（直接執行、委託等への切替な
ど）

① 補助金の交付の効果（成果）が認められるか。

（上記のように評価した具体的理由）

Ａ　ない

Ａ　大いにある

Ａ　認められる

(1) 公益性

57.4%

R4決算額R6予算現額

① 広く市民の福祉向上と利益増進につながるか。

② 社会情勢や市民ニーズに適合しているか。

③ 市の基本的な政策方針に合致しているか。

459

R5決算額 執行率 R4予算現額

低所得者に対する利用者負担の軽減制度事業の事業主体は社会福祉法人であり、積極的に対象者を増やせばいい
というものではないため、成果指標を設定するのは適さないと考えるが、社会福祉法人に対して利用者への制度
の周知を図るよう促していきたい。

R5予算現額

800

600 600

執行率

800 330 41.3% 800

344

200 200 83 200 115

R7予算額

540

405

135

247 600

総額

国・県補助金

その他特定財源

一般財源

R6決算
見込額

234

175

59
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５　運営費補助の交付団体の状況（※運営費補助の場合のみ記載）

人

人

千円

６　令和7年度の方向性

(6) 補助金交付先の収支状況 （千円）

 令和元年度

①現状維持

判断理由

今後も低所得高齢者数の増加が予想され、誰でも介護サービスを安心して受けられる体制整備が
必要である。また、軽減対象者が増加しても各法人の負担が大きくなり過ぎないよう、当該補助
事業は継続して実施する必要があるため。

方向性

① 交付先団体等は、自主財源の確保及び効率的な運営へ
の努力をしている。

② 交付団体等において適正な監査機能を有している。

(7) 補助金交付先に対する市の出資状況 有の場合出資額

歳入決算総額

積立金（R5年度末現在高）

③ 補助対象経費と補助対象外経費が明確に経理されてい
る。

判断理由(8) 交付先団体等の財務状況及び会計処理

その他
（ある場合は右欄に内容を記入）

(5) (4)で該当項目がある場合、そのような支援を行っている理由

歳出決算総額

 令和5年度  令和4年度

うち前年度繰越金

 令和3年度  令和2年度

(4) 補助内容の妥当性

(3) 交付先の構成団体の名称

(1) 交付先
うち臨時職員

市が事務局業務を行っている

場所や備品、消耗品等を無償貸与
している

〇

有料施設等の減免を行っている
有料施設等の使用料補助を行って
いる

1件当たり100万円以上超えるものはない。

(5) 実績報告等

〇

軽減対象額を市の介護給付実績情報で確認し
ている。

－

② 領収書又は契約書の写し等を添付させているか。 ×

(4) 当該補助金の交付の他に、交付先に対して行っている助成（該当項目全てに〇）

(2) 団体等の構成人数

③ 1件当たり100万円以上の経費については、原本を
確認しているか。

（適合しない場合はその理由）

② 補助金の交付先から、さらに他の団体等へ再交付
を行っていないか。

↓ ×の場合、下に再交付の内容を記載

Ａ　目的どおりである

再交付先の名称、件数等

再交付を行っている理由

① 補助金の使途は目的に沿ったものか。

（適合しない場合はその理由）

① 補助事業完了後、当該補助事業の成果を記載した
実績報告が提出されているか。

再交付の金額、内容
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１　補助金の基本データ

２　成果指標

①

②

①

②

(成果指標を設定できない場合)

 成果目標

 R6年度の実績

（補助金を導入した経緯や補助金交付の目的を具体的に記入する。）

介護職員の技能の向上及び市内の介護施設等における就労を支援し、質の高い介護
サービスの継続的な提供の促進を図ることを目的とする

（補助金の交付対象者を具体的に記入する。）

１．申し込み受付時点で住所を有する市町村税に滞納がない方。
２．介護職員初任者研修を受講中または修了日が１年以内の方で、他の公的な助成金
    の交付を受けていない方。
３．１と２の条件を満たした方が、申し込み受理通知の日以後、市内の介護事業所に
    ３ヶ月以上就労（原則として同一の事業所で常勤または非常勤（週３日以上勤務
    とする。）した場合、助成金を交付する。

（補助金の交付対象事業を具体的に記入する。事業費補助でない場合は、その理由を記入する。）

県（１０／１０補助）の補助単価に準じている

上限５万円

県で１０／１０補助あるため

助成対象者数 人

8 5

R7年度 R9年度 R11年度

（補助金の終期と設定した理由を具体的に記入する。終期を設定できない場合は、その理由を記入する。）

成果指標 単位

現状値

終期 設定していない

R8年度

5 5

R10年度

5 5

補助率・補助単価
補助限度額

補助金の終期

5 R7

補助限度額

補助率が2分の1を超え
る場合はその理由

終期設定の根拠 介護人材確保は継続的に取り組む必要がある事業であるため

目標値

（補助率・補助単価・補助限度額など、補助金額の基準が分かるよう記入する。）
（補助率が2分の1を超える場合は、その理由も記入する。）

補助金の交付対象者

補助対象事業の内容

補助対象経費

介護職員初任者研修を修了し、一定期間以上市内の介護事業所に勤務された場合に、
研修に要した費用の一部を助成する。

（補助対象となる経費を具体的に記入する。対象経費が明確でない場合は、その理由を記入する。）

介護職員初任者研修の受講料

補助金シート（令和７年度）

補助金名称

根拠法令

生駒市介護職員初任者研修受講就労支援事業助成金

生駒市介護職員初任者研修受講就労支援事業助成金交付要綱

目標年度

補助率・補助単価

所属 介護保険課

補助金の導入経緯・目的
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３　執行状況 （千円）

４　補助金交付基準による検証

(4) 補助内容の妥当性

〇

1件当たり100万円以上超えるものはない。

(5) 実績報告等

〇

－

② 領収書又は契約書の写し等を添付させているか。 〇

高齢化社会で介護人材不足が全国的に深刻化している状態であり、市内の人材の確保および育成は非常に重
要である。

介護人材の確保・育成は高齢者が安心して暮らせるまちづくりにつながるため。

(3) 補助の効果（成果）

(2) 必要性

初任者研修の実施は実習等を含め介護事業所で実施するものであり、受講費用の補助を市が助成する現在の
方式が最適と考える。

③ 1件当たり100万円以上の経費については、原本を
確認しているか。

（適合しない場合はその理由）

② 補助金の交付先から、さらに他の団体等へ再交付
を行っていないか。

↓ ×の場合、下に再交付の内容を記載

（上記のように評価した具体的理由）

（上記のように評価した具体的理由）

（上記のように評価した具体的理由）

Ａ　つながっている

Ａ　適合している

（上記のように評価した具体的理由）

市内の介護人材の確保は、介護サービスの安定的な提供に必須のものであり、高齢者をはじめその家族等、
多くの市民の安心につながる。

Ａ　目的どおりである

慢性的な介護人材不足が叫ばれるなか、質の高い介護サービスを継続的に提供すべく、市内の事業所への就
労を補助の条件としているため、市が助成する必要性が高いと考えられる。

Ａ　合致している

② 補助金額に見合う効果（成果）が期待できるか。

上記のように評価した理由（効果の測定方法等を含めて記入）

初任者研修の受講だけでなく、市内の介護事業所での勤務継続が補助の条件になっているため、市内の事業
所への人材の定着に効果がある。

再交付先の名称、件数等

再交付を行っている理由

Ａ　期待できる

① 市が関与する妥当性はあるか。

② 補助金の交付以外の代替策はないか。（直接執行、委託等への切替な
ど）

① 補助金の交付の効果（成果）が認められるか。

（上記のように評価した具体的理由）

Ａ　ない

① 補助金の使途は目的に沿ったものか。

（適合しない場合はその理由）

Ａ　大いにある

Ａ　認められる

(1) 公益性

19.6%

R4決算額R6予算現額

① 補助事業完了後、当該補助事業の成果を記載した
実績報告が提出されているか。

① 広く市民の福祉向上と利益増進につながるか。

② 社会情勢や市民ニーズに適合しているか。

③ 市の基本的な政策方針に合致しているか。

再交付の金額、内容

98

R5決算額 執行率 R4予算現額R5予算現額

500

500 500

執行率

500 370 74.0% 500

98

R7予算額

500

500 370 500

総額

国・県補助金

その他特定財源

一般財源

R6決算
見込額

399

399
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５　運営費補助の交付団体の状況（※運営費補助の場合のみ記載）

人

人

千円

６　令和7年度の方向性

(6) 補助金交付先の収支状況 （千円）

 令和元年度

①現状維持

判断理由

今後も少子高齢化を見据え、数少ない介護人材に市内の介護事業所で勤務してもらうため、当該
補助事業は有効であると考える。

方向性

① 交付先団体等は、自主財源の確保及び効率的な運営へ
の努力をしている。

② 交付団体等において適正な監査機能を有している。

(7) 補助金交付先に対する市の出資状況 有の場合出資額

歳入決算総額

積立金（R5年度末現在高）

③ 補助対象経費と補助対象外経費が明確に経理されてい
る。

判断理由(8) 交付先団体等の財務状況及び会計処理

その他
（ある場合は右欄に内容を記入）

(5) (4)で該当項目がある場合、そのような支援を行っている理由

歳出決算総額

 令和5年度  令和4年度

うち前年度繰越金

 令和3年度  令和2年度

(3) 交付先の構成団体の名称

(1) 交付先
うち臨時職員

市が事務局業務を行っている

場所や備品、消耗品等を無償貸与
している

有料施設等の減免を行っている
有料施設等の使用料補助を行って
いる

(4) 当該補助金の交付の他に、交付先に対して行っている助成（該当項目全てに〇）

(2) 団体等の構成人数
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１　補助金の基本データ

２　成果指標

①

②

①

②

補助金シート（令和７年度）

補助金名称

根拠法令

生駒市ケアプランデータ連携システム導入支援補助金

生駒市ケアプランデータ連携システム導入支援補助金交付要綱

目標年度

補助率・補助単価

所属 介護保険課

補助金の導入経緯・目的

補助金の交付対象者

補助対象事業の内容

補助対象経費

ケアプランデータ連携システムを導入した事業所に対して、同システムに係るライセ
ンス料を補助する。

（補助対象となる経費を具体的に記入する。対象経費が明確でない場合は、その理由を記入する。）

ケアプランデータ連携システムに係るライセンス料

補助率・補助単価
補助限度額

補助金の終期

180 R7

補助限度額

補助率が2分の1を超え
る場合はその理由

終期設定の根拠
第９期介護保険事業計画の期間（R6～R8年度）と一致させるこ
ととしている

目標値

（補助率・補助単価・補助限度額など、補助金額の基準が分かるよう記入する。）
（補助率が2分の1を超える場合は、その理由も記入する。）

R10年度

180

（補助金の終期と設定した理由を具体的に記入する。終期を設定できない場合は、その理由を記入する。）

成果指標 単位

現状値

終期 令和９年３月３１日

R8年度R7年度 R9年度 R11年度

助成対象事業所数 事業所

30 180

１０／１０

21,000円

介護現場の負担軽減や職場環境の改善は重要であり 、介護事業
所の文書作成に要する負担を大幅軽減することを目的に公益社
団法人国民健康保険中央会が構築した「ケアプランデータ連携
システム」 は安全な環境で効果的なデータ連携を可能とするた
め厚生労働省も活用を推進しているものであり、本市としても
全ての事業者の導入を強く望むため。

（補助金を導入した経緯や補助金交付の目的を具体的に記入する。）

介護事業所における人材の確保と、介護現場の負担軽減や職場環境の改善等による生
産性の向上を支援することを目的とする

（補助金の交付対象者を具体的に記入する。）

次に掲げる要件のいずれにも該当するもの
（１）市内に事業所又は施設を有し、介護保険法（平成９年法律１２３号）第８条に
規定する介護保険サービスのうち、別表に定めるサービスを提供する事業所であるこ
と。
（２）補助金の申請時点において、介護サービスの提供に係る給付実績があり申請日
以降も継続する予定であること。
（３）この補助金の交付対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）につい
て、重複して他の法律又は予算制度に基づく補助金の交付を受けていないこと。
（４）市税等、市の徴収金に滞納がないこと
（補助金の交付対象事業を具体的に記入する。事業費補助でない場合は、その理由を記入する。）
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(成果指標を設定できない場合)

 成果目標

 R6年度の実績

３　執行状況 （千円）

４　補助金交付基準による検証

総額

国・県補助金

その他特定財源

一般財源

R6決算
見込額

840

840

R7予算額

3,780

3,780 1,890

1,890

執行率

0 0 0.0% 0

執行率 R4予算現額

令和８年度には市内の全事業所（180事業所）がシステムを導入することを目標としている。

R5予算現額

0.0%

R4決算額R6予算現額

① 広く市民の福祉向上と利益増進につながるか。

② 社会情勢や市民ニーズに適合しているか。

③ 市の基本的な政策方針に合致しているか。

0

R5決算額

Ａ　大いにある

Ａ　認められる

(1) 公益性

Ａ　期待できる

① 市が関与する妥当性はあるか。

② 補助金の交付以外の代替策はないか。（直接執行、委託等への切替など）

① 補助金の交付の効果（成果）が認められるか。

（上記のように評価した具体的理由）

Ａ　ない

介護現場における事務作業の効率化を行うことにより、利用者に対するケアの業務に充てる時間を増やすこ
とができるため、広く介護サービス利用者およびその家族の利益につながる。

本システムは、一部の事業所だけでなく、すべての事業所が導入することにより、その実効性・有効性があ
ることからも、本市として全面的に支援を行うライセンス料の補助を行う必要がある。

Ａ　合致している

② 補助金額に見合う効果（成果）が期待できるか。

上記のように評価した理由（効果の測定方法等を含めて記入）

ライセンス料の補助があることが、事業所のシステム導入を後押しし、事業所間の連携の円滑化につながる
ため

（上記のように評価した具体的理由）

（上記のように評価した具体的理由）

（上記のように評価した具体的理由）

Ａ　つながっている

Ａ　適合している

（上記のように評価した具体的理由）

高齢化社会において、介護人材の確保や介護現場の生産性向上は喫緊の課題となっている。本システムの導
入により事業所における事務作業の効率化を行うことは、人材不足解消や生産性向上に寄与するものであ
る。

介護事業所における業務改善、効率化は高齢者が安心して暮らせるまちづくりにつながるため。

(3) 補助の効果（成果）

(2) 必要性

本システムは、厚生労働省が国保中央会へ委託して事業運営をしているものであり、ライセンス料の補助を
市が助成する現在の方式が最適と考える。
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５　運営費補助の交付団体の状況（※運営費補助の場合のみ記載）

人

人

千円

６　令和7年度の方向性

① 補助事業完了後、当該補助事業の成果を記載した
実績報告が提出されているか。

再交付の金額、内容

再交付を行っている理由

① 補助金の使途は目的に沿ったものか。

（適合しない場合はその理由）

Ａ　目的どおりである

再交付先の名称、件数等

③ 1件当たり100万円以上の経費については、原本を
確認しているか。

（適合しない場合はその理由）

② 補助金の交付先から、さらに他の団体等へ再交付
を行っていないか。

↓ ×の場合、下に再交付の内容を記載

② 領収書又は契約書の写し等を添付させているか。 〇

(4) 当該補助金の交付の他に、交付先に対して行っている助成（該当項目全てに〇）

(2) 団体等の構成人数

場所や備品、消耗品等を無償貸与
している

〇

有料施設等の減免を行っている
有料施設等の使用料補助を行って
いる

1件あたり100万円以上超えるものはない。

(5) 実績報告等

－

－

うち前年度繰越金

 令和3年度  令和2年度

(4) 補助内容の妥当性

(3) 交付先の構成団体の名称

(1) 交付先
うち臨時職員

市が事務局業務を行っている

その他
（ある場合は右欄に内容を記入）

(5) (4)で該当項目がある場合、そのような支援を行っている理由

歳出決算総額

 令和5年度  令和4年度

③ 補助対象経費と補助対象外経費が明確に経理されてい
る。

判断理由(8) 交付先団体等の財務状況及び会計処理

① 交付先団体等は、自主財源の確保及び効率的な運営への
努力をしている。

② 交付団体等において適正な監査機能を有している。

(7) 補助金交付先に対する市の出資状況 有の場合出資額

歳入決算総額

積立金（R5年度末現在高）

②拡大

判断理由

令和６年度は補助制度の初年度であったため90事業所を目標としていたが、令和7年度は市内全介
護事業所180事業所へのシステム導入を目標とする。

方向性

(6) 補助金交付先の収支状況 （千円）

 令和元年度
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